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「コーポレートガバナンス・ガイドライン」制定のお知らせ 
 

当社は、平成 27 年 11 月 9 日開催の取締役会において、「コーポレートガバナンス・ガイ

ドライン」を制定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
 当社は、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえたうえで、透明・公正・

かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みであるコーポレートガバナンスを適切に実

践し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のための自律的な対応を図ること

により、当社、投資家、ひいては経済全体の発展にも貢献することを目指して、「コーポレ

ートガバナンス・ガイドライン」を制定しました。 
 本ガイドラインは、当社の経営理念である「誠実」「進歩」「挑戦」にもとづき、コーポ

レートガバナンスの基本的な考え方等につき、東京証券取引所が定める「コーポレートガ

バナンス・コード」の趣旨・精神を踏まえた内容として、以下の構成で策定されておりま

す。 
第1章 総則 
第2章 株主の権利・平等性の確保 
第3章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 
第4章 適切な情報開示と透明性の確保 
第5章 取締役会等の責務 
第6章 株主との対話 

 
 詳細は添付の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」または当社ホームページ

(http://www.chuosoko.co.jp/company/governance.php)をご参照願います。 
以上 

 



コーポレートガバナンス・ガイドライン 
株式会社中央倉庫 

 
 当社は、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえたうえで、透明・公正・

かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みであるコーポレートガバナンスを適切に実

践し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のための自律的な対応を図ること

により、当社、投資家、ひいては経済全体の発展にも貢献することを目指す。 
 
第1章 総則 
第1条 （コーポレートガバナンスに関する基本方針） 
   当社のコーポレートガバナンスに関する基本方針は次に掲げるとおりとする。 

（１） 株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主の実質

的な平等性を確保する。 
（２） 当社の持続的な成長と中長期的な企業価値創出のため、様々なステークホルダ

ーとの適切な協働に努める。 
（３） 当社の財務情報や非財務情報について、適時・適切に主体的に開示を行い、透

明性を確保する。 
（４） 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長

と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率の改善を図る。 
（５） 当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、合理的な範囲

で株主との建設的な対話を行う。 
 
第2章 株主の権利・平等性の確保 
第2条 （株主の権利の確保） 
   当社は、株主総会における議決権をはじめとする株主の権利が実質的に確保される

よう、適切な対応を行うとともに、少数株主の権利についても十分に配慮を行う。ま

た、株主総会において相当数の反対票が投じられた会社提案議案があった場合は、そ

の理由や反対票が多くなった原因の分析を行い、株主との対話に活用する。 
 
第3条 （株主総会における権利行使） 
   当社は、株主総会において株主が適切な判断を行うことに資すると考えられる情報

について、必要に応じて適確に提供するように努める。 
 
第4条 （資本政策の基本方針） 
   当社は、総合物流会社として、将来にわたる地域の発展性、立地条件、採算等を十

分研究調査のうえ拠点施策を展開しており、また用地取得から倉庫建築、稼働まで数



年を要すること等から、中長期的な視点にもとづいた経営への取組みにより、企業価

値の向上・株主共同の利益の向上が確保されるものと確信している。さらに、災害復

旧時等における公共的使命の高い事業の性格から通常の活動はもとより被災地への生

活物資の供給・搬送等への備えを通じ、地域における密接な信頼関係の構築と期待に

応えていく社会的責任がある。 
これらの事業の性格から、持続的な成長と中長期的な事業基盤の拡充のため安全・

安定的な財務基盤の構築を図ることを基本とし、また、株主利益を重視した配分を基

本方針とする。 
この方針のもと、配当については純資産配当率 1％程度（単体ベース）を下限の目処

とし、加えて各期および今後の業績、配当性向、財務面での健全性等を総合的に勘案

するとともに、特殊な要因がある場合を除き、安定的な配当を実施する。 
なお、支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策については、既存株主を

不当に害することのないよう、その必要性・合理性をしっかりと検討し、適正な手続

きを確保するとともに株主に十分な説明を行う。 
 
第5条 （政策保有株式の保有方針） 
   当社は、倉庫業を核とする総合物流事業を展開し、その持続的な成長と中長期的な

事業基盤拡充のため、政策保有株式として株式を保有する場合がある。その政策保有

については、リターンとリスク等を踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しの

もとに保有の相当性について判断を行う。また、毎年、取締役会で主要な政策保有株

式の中長期的な保有の狙いや経済合理性等について総合的な検証を行う。 
 
第 6 条 （政策保有株式の議決権の行使） 
   政策保有株式に係る議決権の行使について、適切な対応を確保するための基準とし

て、投資先企業の中長期的な企業価値の向上に資するものであるかどうか、また当社

への影響等を総合的に判断する。さらに、必要に応じて投資先企業と議案の内容等に

ついて対話を行ったうえで議決権を行使し、その対話の内容や議決権の行使結果等に

ついて取締役会は報告を受ける。 
 
第７条 （買収防衛策） 
   当社は、特定の者による当社株式の大量買付等に伴い、会社の存立、発展が阻害さ

れるおそれが生ずる等、企業価値が毀損され、会社の利益ひいては株主の共同の利益

が害されることになるような場合には、当該株主に対して衡平の理念に反し相当性を

欠くものでない限り、最終的には株主の判断において対抗措置を行うことができるほ

か、一定のルールを遵守しない場合等においては取締役会の判断により相当な対抗措

置を講ずる等買収防衛策を導入することは相当と考える。そのため、買収防衛策の導



入・運用については、その必要性・合理性を検証し適正な手続きを確保するとともに、

株主に十分な説明を行う。 
 
第 8 条 （株主の利益を害する可能性のある資本政策） 
   支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策については、既存株主を不当に

害することのないように、その必要性・合理性をしっかりと検討し、適正な手続きを

確保のうえ株主に十分な説明を行う。 
 
第 9 条 （関連当事者間の取引等） 
   当社が役員との間で法令に定める競業取引または利益相反取引を行う場合は、取締

役会の承認を得ることとし、また、当該取引を実施した場合には、法令等の定めると

ころにより適宜適切に開示する。また、当社関係者による当社株式等の内部者取引を

未然に防止するため、重要事実の管理ならびに役職員等による当社株式等の売買等に

関して遵守すべき事項を定め厳格な運用を行う。 
 
第 3 章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 
第 10 条 （経営理念・行動規範） 
   当社は、「誠実」「進歩」「挑戦」の企業理念にもとづき、コーポレート・スローガン

「未来を預かる、未来を運ぶ」を制定するとともにステークホルダーとの適切な協働

やその利益の尊重、健全な事業活動の倫理として、企業行動規範を定めその趣旨・精

神を尊重する企業文化・風土の育成と醸成に努める。 
 
第 11 条 （サステナビリティー） 
   当社は、環境に配慮したグリーン経営（国土交通省傘下のエコロジー・モビリティ

財団認証）を通じて、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティー（持続可能

性）を巡る諸課題への対応について、重要なリスク管理の一部であると認識し、積極

的・能動的に取組むよう努める。 
 
第 12 条 （多様性の確保） 
   当社は、経営の戦略策定・執行・管理を行うに当たり、社内外役員の多様な経験や

知識、高い専門性および見識を活用し多面的な角度からリスクを評価し運用を行い、

当社を取り巻く事業環境や当社グループの強み・課題に対する理解を深めることに努

める。また、女性にとって働きやすい環境の整備に努め、活躍を促進できる場の提供

に努める。 
 
第 13 条 （内部通報） 



   当社は、当社およびその子会社の取締役および使用人が会社に重大な損失を与える

事項が発生し、または発生するおそれがあるとき、違法または不正な行為を発見した

とき、その他監査役会が取締役と協議のうえ報告すべきものと定めた事項が生じたと

きは、当社監査役に報告する。また、報告をした者に対し、その報告を行ったことを

理由として不利な取り扱いを行うことを禁止する。また、当社は、適法かつ公正な事

業運営に資することを目的として、公益通報取扱規程を制定し、公益通報に関する必

要な事項を定め、公益通報者の保護を図り、従業者の規範意識を高める。 
 
第 4 章 適切な情報開示と透明性の確保 
第 14 条 （情報開示の充実） 
   当社は、法令にもとづく開示を適切に行うことに加え、当社の意思決定の透明性・

公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、経営理

念や中長期経営ビジョン、中期経営計画を策定し開示するとともに、コーポレートガ

バナンス・ガイドラインを開示し、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な

考え方と基本方針を発信するとともに、経営陣幹部・取締役・監査役の報酬・選任を

決定するに当たっての方針と手続き、また個々の経営陣幹部・取締役・監査役の選任・

指名の理由等について情報発信を行う。 
 
第 15 条 （外部会計監査人） 
   監査役会は、外部会計監査人候補を適切に選定し外部会計監査人を適切に評価する

ための基準の策定を行うとともに、外部会計監査人に求められる独立性と専門性の確

認を行う。また、取締役会と監査役会は、外部会計監査人が高品質な監査を可能とす

るための十分な監査時間の確保に努める。さらに、外部会計監査人と経営陣幹部との

面談を確保するほか、監査役会、社外取締役、内部監査部門との十分な連携を確保す

る。外部会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合等において、必要に応じ

て社内または社外の調査委員会を設置するなど、適切な対応に向けて体制を確立する。 
 
第 5 章 取締役会等の責務 
第 16 条 （戦略的な方向付け） 
   取締役会は、経営理念「誠実」「進歩」「挑戦」の経営理念およびコーポレート・ス

ローガン「未来を預かる、未来を運ぶ」にもとづき、中長期経営ビジョンを策定し、

それにもとづく中期経営計画を策定するとともに、中期経営計画の達成に向けたアク

ションプランを策定し中期経営計画の進捗を管理する。また、取締役会から経営陣へ

の委任については、重要性の度合いに応じて取締役会、常務会、協議書等により具体

的な付議・報告基準を定め、意思決定を行う。なお、最高経営責任者等の後継者の計

画については、経営陣幹部等の経験や見識等を踏まえ、各役位の在籍期間や年齢等を



考慮のうえ代表取締役が個別候補者を選任し、社外取締役および社外監査役と代表取

締役で構成され社外取締役が委員長を務めるコーポレートガバナンス委員会での審議

を踏まえ取締役会で最終的に審議する。また、コーポレートガバナンス委員会は、最

高経営者選任基準を定めるとともに、その基準に合致した人材の育成に向けた取組み

について最高経営責任者から報告を受ける。 
 
第 17 条 （経営陣の報酬等） 
   役員報酬は、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を果たしていくため

に、個々の役員がその持てる能力を遺憾なく発揮し、意欲的に職責を果たしていくこ

とを可能とする内容のものとし、その報酬等の内容は月例報酬と業績連動報酬で構成

される。取締役の報酬等は、株主総会で決議された額の範囲内において取締役会にお

いて決定する。監査役の報酬等は、取締役の報酬等とは別体系とし、株主総会で決議

された額の範囲内で監査役会の協議において決定する。また、報酬等の在り方、体系

の適切性等については、社外取締役および社外監査役と代表取締役で構成され社外取

締役が委員長を務めるコーポレートガバナンス委員会において審議を行い、透明性を

確保する。また、役員持株会を設置し社外取締役を除く取締役は全員加入することと

し、在任期間中は退会せず、また保有株式を売却しないこととする。 
 
第 18 条 （業績評価とリスク管理） 
   取締役会は、中期経営計画および毎年の業績計画の達成度について、アクションプ

ラン等の公正かつ透明性が高く実効性のある仕組みを活用して監督・検証することに

より、経営陣・取締役の役割・責務の遂行を適切に評価する。また、取締役会は適時

かつ正確な情報開示が行われるよう監督を行うとともに、コンプライアンスや財務報

告に係る内部統制システムやリスク管理体制の構築を行い、その運用が有効に行われ

ているか否かの監督を行う。 
 
第 19 条 （監査役および監査役会の役割・責務） 
   監査役および監査役会は、取締役の職務の執行の監査、外部会計監査人の選解任や

監査報酬に係る権限の行使等の役割・責務を果たすに当たって、独立性と情報収集力

とを有機的に組み合わせて客観的な立場において適切な判断を行うとともに社外取締

役との連携を確保する。 
 
第 20 条 （取締役・監査役の受託者責任） 
   取締役・監査役および経営陣は株主に対する受託者責任を認識し、ステークホルダ

ーとの適切な協働を確保しつつ、会社や株主共同の利益のために行動し企業価値の向

上に努める。 



 
第 21 条 （経営の監督と執行） 
   当社は、業務の執行には携わらない監査役で構成される監査役会制度を採用し、ま

た社外取締役および社外監査役と代表取締役で構成され社外取締役が委員長を務める

コーポレートガバナンス委員会を設置し、取締役会による独立かつ客観的な経営の監

督の実効性を確保する。 
 
第 22 条 （独立社外取締役等の役割・責務） 
   当社は、社外取締役および社外監査役と代表取締役で構成されるコーポレートガバ

ナンス委員会を設置し、また、独立役員として金融商品取引所に届け出ている社外取

締役および社外監査役に対して以下の責務が果たされることを期待する。 
① 経営の方針や経営改善について、自らの知見にもとづき、会社の持続的な成長を促

し中長期的な企業価値の向上を図る観点からの助言を行うこと 
② 経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行う

こと 
③ 会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督すること 
④ 経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダー

の意見を取締役会に適切に反映させること 
 
第 23 条 （独立社外取締役の有効な活用） 
   当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・

責務を果たす資質を十分に備えた独立社外取締役を２名以上選任する。また、社外取

締役および社外監査役と代表取締役を加えたコーポレートガバナンス委員会を設置し、

その委員長には社外取締役が互選で就任し、定期的な会合を行い客観的な立場に基づ

く情報交換・認識共有を図り、当社コーポレートガバナンスに係る重要な事項を審議

する。 
 
第 24 条 （独立社外役員の独立性判断基準） 
   当社は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外役員となる者の独

立性をその実質面において担保することに主眼を置いた独立性判断基準を取締役会に

おいて定め、その内容は別紙１のとおりである。 
 
第 25 条 （任意の仕組みの活用） 
   当社は、社外取締役および社外監査役と代表取締役で構成されるコーポレートガバ

ナンス委員会を代表取締役の諮問機関として、当社組織規程にもとづき設置する。ま

た、同委員会の委員長は社外取締役の互選で選任する。同委員会はコーポレートガバ



ナンスに係る重要事項を審議し、同委員会で審議された結果を代表取締役は尊重し、

必要に応じて適宜取締役会に提議するものとする。 
 
第 26 条 （取締役会・監査役会の実効性確保） 
   取締役候補者の選任は、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様

性を踏まえ、事業・業務に係る豊富な経験にもとづく実践的な視点を持ち、また社会・

経済動向等に関する高い見識を有する者であるとともに、誠実性、倫理性、透明性、

公正性等の資質を有していること、さらに判断力、決断力、達成志向力、自己統制力

等の能力に優れた者であることを基準として行う。なお、社外役員候補者の選任は、

上記に加えて実績のある会社経営者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者または

これらに準ずる者であることを基準として行う。 
取締役候補者の選任は、代表取締役が選任案をコーポレートガバナンス委員会に提

議し審議され、その結果を尊重し代表取締役が取締役会に提議し、取締役会において

審議され決定される。また、監査役候補者の選任は、財務・会計に関する適切な知見

を有している者を 1 名以上とする選任案を代表取締役が監査役会の同意を得て取締役

会に提議し、取締役会において審議され決定される。 
取締役会は、その実効性を確保するため 9 名以内の構成とする。 

   また、コーポレートガバナンス委員会において、取締役会全体としての実効性に関

する分析・評価方法の確立と実践を行い、その機能の向上を図る。 
 
第 27 条 （取締役会の審議の活性化） 
   当社は、取締役会の運営に関しその審議の活性化を図るため、取締役会の資料が会

日に十分先立って配布されるようにする。また、必要に応じて十分な情報が提供され

るようにするとともに、年間の取締役会開催日程や予想される審議事項について予め

提示する。 
 
第 28 条 （取締役・監査役の情報入手） 
   当社は、透明・公正かつ迅速・果断な会社の意思決定に資するとの観点から、必要

とされる情報提供を取締役・監査役に行うとともに、監査役の法令にもとづく調査権

限の行使に対し適切に対応する。また、取締役・監査役が必要とする場合には会社の

費用において外部の専門家の助言を得ることができる。さらに、内部監査部門や社外

取締役、社外監査役との連携確保に努める。 
 
第 29 条 （取締役・監査役のトレーニング） 
   当社は、取締役・監査役のトレーニングについて、就任時および就任後に必要とさ

れる知識、情報を社外役員・社内役員・役員共通の区分にもとづき適宜役員研修を実



施する。また、外部研修等を活用する場合は当社の費用負担とする。 
 
第 6 章 株主との対話 
第 30 条 （株主との建設的な対話に関する方針） 
   当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう合理的な範囲で前

向きに株主との対話を行う。また、対話を補助する社内各部門との連携を行い、建設

的な対話を実現するよう目配りを行う経営陣幹部を指定する。また、個別面談以外の

投資家説明会を適宜実施する等 IR 活動を積極的に行うとともに、対話により把握され

た株主意見等を経営陣幹部やコーポレートガバナンス委員会および取締役会に報告し、

適切に必要な対応を行う。 
 
第 31 条 （経営戦略や経営計画の策定・公表） 
   当社は経営計画の策定や公表に当たり、収益計画や資本政策の基本的な方針を示し、

また収益力や資本効率等に関する目標を提示するとともに、経営資源の配分等を掲げ

た内容を株主に分かりやすく説明を行うようにする。 
 
附則 
第1条 本ガイドラインの改定は、取締役会の決議による。 
 
第2条 本ガイドラインは、平成２７年１１月９日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別紙 1 
 

独立社外役員の独立性判断基準 
 

 当社の社外取締役または社外監査役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役

または社外監査役が以下のいずれにも該当しないこととする。 
 

① 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者 
② 当社の主要な取引先またはその業務執行者 
③ 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、

会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体で

ある場合は、当該団体に所属する者をいう。） 
④ 当社の大株主またはその業務執行者 
⑤ 最近 3 年間において①から④のいずれかに該当していた者 
⑥ 次の a から c までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内

の親族 
a.①から⑤までに掲げる者 
b.当社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあ

っては、業務執行者でない取締役を含む。） 
c.最近 3 年間において、b または当社の業務執行者（社外監査役を独立役員と

して指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当して

いた者 
 
（注） 
 ①「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売

上高の２％以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。 
 ②「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結総売上高の２％

以上の額の支払いを当社に行った者をいう。また、主要な取引先が金融機関である場

合は、借入残高が直近事業年度末の連結総資産残高の２％以上となる者をいう。 
 ③「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度

において役員報酬以外に過去 3 年間の平均で年間１０百万円以上の金銭または財産を

当社から得ていることをいう。 
④ 「大株主」とは、総議決権の１０％以上を保有する株主をいう。 

以上 
 


